
収 入 基 準   （令和３年７月１日適用） 
 

 

 収入の計算方法 

   入居者及び同居者の過去１年間におけ   ※（下記『注』参照）       １ 

   る総収入額から必要経費（給与所得者 －  該当する各控除額  ×      ＝ 158,000円 

の場合は、給与所得控除額）を控除し                   12       (259,000円) 

た額の合計額                               ()内は裁量階層  

  以下の方に申込資格があります。 

 

 裁量階層とは 

①申込者が60歳以上の方で、かつ、同居者が60歳以上又は18歳未満の方のみからなる世帯 

②１～４級の身体障害者手帳、療育手帳、１～２級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方を含む世帯 

③同居者に小学校就学前の方を含む世帯  です。 

本来階層とは、裁量階層以外の世帯です。 

 

 収 入 基 準 早 見 表 

 （給与所得者一人で、老人扶養・障害者控除等を含まない場合） 

    入居者１人 入居者２人 入居者３人 入居者４人 入居者５人 

区 

分 

収入基準 

区分 

同居又は 〃 〃 〃 〃 

  扶養親族数 １ 人 ２ 人 ３ 人 ４ 人 

月  額 ０ 人         

本
来
階
層 

158,000

円以下 

年間

収入 

円以下 円以下 円以下 円以下 円以下 

2,967,999 3,511,999 3,995,999 4,471,999 4,947,999 

所得 1,996,000 2,376,000 2,756,000 3,136,000 3,516,000 

裁
量
階
層 

259,000

円以下 

年間

収入 

円以下 円以下 円以下 円以下 円以下 

4,563,999 5,035,999 5,511,999 5,987,999 6,463,999 

所得 3,208,000 3,588,000 3,968,000 4,348,000 4,728,000 

（「同居親族控除（同居者１人当たり年額３８０，０００円）」および「給与・年金所得者控除 

（所得のある者１人当たり年額１００，０００円）」を含め、入居できる収入の上限を概算したものです。） 

 

『注』 各控除額（１人につき年額） 

◎ 扶養控除（別居していて入居者が扶養している者）…………………………………３８０，０００円 

◎ 給与・年金所得者等控除（入居者全員のうち給与又は年金所得のある者）………１００，０００円 

◎ 老人扶養控除（同居、別居の区別なく扶養親族で７０才以上の者）………………１００，０００円 

◎ 老人控除対象配偶者（同一生計配偶者で、かつ、７０才以上の者）………………１００，０００円 

◎ 特定扶養親族控除（同居、別居の区別なく扶養親族で 

                １６才以上～２３才未満の者）……………………２５０，０００円 

◎ 障害者控除（入居者〔世帯主を含む〕及び     …………（非重度障害者）２７０，０００円 

          別居中の扶養者のうち、該当者） ……………（重度障害者）４００，０００円 

◎ ひとり親控除（世帯主を含む入居者全員のうち該当者）……………………………３５０，０００円 

◎ 寡婦控除（世帯主を含む入居者全員のうち該当者）…………………………………２７０，０００円 

※ 給与・年金所得者控除、ひとり親控除、寡婦控除は、上記金額を控除上限額とし、所得額が控除上

限額に満たない場合は、その額とする。 

※ 老人扶養控除と障害者控除が重複する場合は、そのいずれかひとつ又は大きい方の金額とする。 

( ）


